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○秦野市自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱 

(令和７年４月２３日施行) 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、自転車ヘルメットを購入する市民に対して補助金を交付

することについて、秦野市補助金交付規則（昭和５３年秦野市規則第２号）

第１９条の規定により必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱において「自転車ヘルメット」とは、新品又は未使用の状態

かつ製造会社の保証期間内にあるもので、次のいずれかの認証等を受けたも

のをいう。 

(1) 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマ

ーク 

(2) 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証し

たJCFマーク 

(3) 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク 

(4) ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証機関が認証

したGSマーク 

(5) 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSC

マーク 

(6) 前各号に掲げるもののほか、これらに類するものとして本市が認めた

もの 

２ この要綱において「事業協力店」とは、市内において自転車ヘルメットを

販売する事業者のうち、第５条の規定により事業協力店の登録を申し込み、

本市に登録されたものをいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助の対象とする者は、次の各号のいずれにも該当する個人とする。 

(1) 自転車ヘルメットの購入日に住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）の規定により本市の住民基本台帳に記録されていること。 

(2) 自転車ヘルメットを自ら着用する者で継続して着用の意思があるこ

と。 

(3) 過去にこの補助金の交付を受けていないこと。 

(4) 納期の到来している市税を完納していること。 
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（補助金の額） 

第４条 補助金の額は、事業協力店での自転車ヘルメット１個の購入金額（消

費税及び地方消費税を含み、１円未満の端数が生じたときは、これを切り捨

てた額とする。）又は２，０００円のいずれか低い額とする。ただし、他の

補助制度を併用して購入する場合はその補助額を、ポイント、クーポンその

他の現金と同等でないサービスの類を充当して購入する場合は充当分を減じ

た額を購入金額とする。 

（事業協力店の登録、変更等） 

第５条 事業協力店の登録、変更又は廃止を希望する事業者は、自転車ヘルメ

ット購入費補助金事業協力店登録（変更・廃止）申込書（第１号様式）を本

市に提出するものとする。 

２ 前項の申込書の提出があったときは、その内容を審査のうえ登録し、変更

し、又は廃止する。 

（事業協力店の責務） 

第６条 事業協力店は、自転車ヘルメットの販売時において、補助対象者に対

し、補助金の交付申請に必要な書類の交付及び助言を行うものとする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、自転車ヘルメットを購

入した年度の３月末日までに、自転車ヘルメット購入費補助金交付申請書兼

請求書（第２号様式）に次に掲げる書類を添えて提出するものとする。 

(1) 自転車ヘルメットの購入に係る領収書又はそれに類する購入を証明す

る書類の原本 

(2) 自転車ヘルメット販売証明書又は自転車ヘルメットが、第２条第１項

各号のいずれかに該当することが分かる書類の原本 

(3) 振込先口座が分かる書類の写し 

２ 自転車ヘルメットを購入した補助対象者と同一世帯（同一戸籍に限る。以

下同じ。）に属する者は、その補助対象者に代わって申請者とすることがで

きる。 

３ 自転車ヘルメットを購入した補助対象者が同一世帯に複数いるときは、そ

のうちの１人を申請者とすることができる。 

４ 自転車ヘルメットを購入した補助対象者が１８歳未満のときは、その保護

者を申請者とすることができる。 

５ 前３項の規定による申請者は、世帯構成が確認できる公的機関が発行した
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書類の写しを添付するものとする。ただし、本市が保有する公簿によって確

認することができるときは、申請者の同意に基づいて、その公簿により確認

し、書類の添付を省略させることができる。 

（財産処分の制限） 

第８条 規則第１７条第１項第３号に規定する市長が補助金の目的を達成する

ため特に必要があると認めるものは、自転車ヘルメットとし、同項ただし書

に規定する市長が認める期間は、３年とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月２３日から施行し、令和９年３月３１日限り、

その効力を失う。 

（適用区分） 

２ 第３条の規定による補助対象者は、令和７年４月１日以後に自転車ヘルメ

ットを購入した者について、適用する。 

（失効に伴う経過措置） 

３ 令和９年３月３１日までに補助金の交付決定を受け、かつ、その交付を受

けていない者に限り、この要綱は、なおその効力を有する。 

（秦野市自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱の廃止） 

４ 秦野市自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱（令和６年４月１日施行）

は、廃止する。 

（廃止に伴う経過措置） 

５ 前項の規定による廃止前の秦野市自転車ヘルメット購入費補助金交付要綱

第７条第２項の規定により事業協力店として登録された事業者は、第５条第

２項の規定により事業協力店として登録された事業者とみなす。 

（高校生に対する特例措置） 

６ 補助対象者が高等学校若しくはこれに相当する学校（以下「高等学校等」

という。）に在学している者又は高校生相当の年齢である者の場合における

第４条の適用については、同条中「２，０００円」とあるのは「３，０００

円」と読み替えるものとする。 

７ 前項の場合において、補助対象者が高等学校等に在学している者で、１９

歳以上の年齢であるときは、第７条第１項に定める書類に加えて、その高等

学校等に在学していることが分かる書類の写しを添付するものとする。 
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附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 


